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午後２時００分 開会 

○議長（深谷政憲） 

皆さん、こんにちは。 

ただ今より令和８年３月公立岩瀬病院企業団議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

出席議員は定足数に達しております。 

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。 

この際、諸般の報告をいたします。 

監査委員から、例月出納検査結果報告書が、提出されております。 

印刷の上、お手元に配付しました資料を持ちまして、報告にかえさせていただき

ます。 

これより、議事に入ります。 

日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日一日限りといたしたいと思います。 

      これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日一日限りと決しました。 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、本会議規則第７７条の規定により、議長において、８番柏村 

修吾議員、９番小林政次議員、１番菊地大介議員を指名いたします。 

 日程第３、議案第１号から日程第６、議案第４号を一括して議題といたします。 

あらかじめ、お願いいたします。説明、質問及び答弁にあたっては、議席で起立

のうえ、簡潔明確に発言され、会議の円滑な進行にご協力願います。 

それでは提出者から、提案理由の説明を求めます。 

企業長。 

○企業長（石堂伸二） 

本日ここに、令和８年３月公立岩瀬病院企業団議会定例会が招集されましたとこ



 －3－ 

ろ、議員の皆様方には、年度末の何かとご多用のところご参集をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

また、本年度賜りましたご指導、ご支援に対しまして、この場をお借りして改め

て御礼を申し上げます。 

さて、今期定例会におきましては、ただ今一括議題となりました議案４件につき

まして、ご審議をいただくこととなりますが、提案理由の説明に先立ち、１２月議

会定例会以降の主な病院事業の概要についてご報告申し上げます。 

はじめに、新年度の医師体制についてであります。 

まず、寄附講座におきましては、総合診療科医師１名を増員予定であり、４月か

らは常勤医師３名での診療体制となります。 

これにより、救急外来での応需率の向上や内科での幅広い領域での診療が可能と

なるなど、地域医療の充実などに大きく寄与するものと期待するものであります。 

また、４月からは、消化器内科と整形外科の各医師１名が新たに着任予定であり、

このほか、産科婦人科や外科、整形外科、麻酔科において、それぞれ１名ずつの人

事異動はありますが、これらの診療科の医師体制の増減はないところであります。 

初期臨床研修医については、３名が２年間の研修を修了しますが、新たに３名を

受け入れる予定であり、４月時点では研修医数には増減がありませんが、新年度の

定員４名に対して、定員に満たない１名分は引き続き募集を続けていく考えであり

ます。 

引き続き、県立医科大学の各講座への定期的な訪問をはじめ、当院を希望する医

師に対しての積極的な招聘活動などに取り組みながら、常勤医師の確保に努めてい

く考えであります。 

次に、クラウド・ファンディングについてであります。 

今回の寄附金により、産科患者用ベッド７台やＮＩＣＵ家族控室用ベッド１台の

ほか、新生児用医療機器として、光線療法治療器や聴力検査機器などを購入したと

ころであり、先月から、順次、供用を開始しております。 

供用にあたりましては、記者会見でのベッド等の紹介や寄附者による病院見学会

を実施するなど、周産期を担う当院の機能などを広くＰＲすることができたと考え

ており、改めて議員の皆様方には感謝を申し上げます。 

なお、妊婦さんからは好評の声が多く寄せられておりますことをご報告させてい
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ただきますとともに、今後寄せられる寄附金については、昨年１２月に議決をいた

だきました「未来につなぐ公立岩瀬病院企業団応援基金」により、有効に活用して

いく考えであります。 

次に、今年度の病院事業の概要についてご報告いたします。 

本日配布しております「財務報告」をご覧ください。 

「財務報告」の太枠囲みをしている「前年度累計比較」の欄をご覧下さい。 

いずれも２月までの数値ではありますが、「１．運営状況」の３行目、入院延患

者数は、６万２，２９０人であり、前年度比１，１６０人の減となっています。 

また、「入院」の欄の最下段にある、１人当たりの平均診療単価は５４，４１４

円であり、前年度を１，４６１円上回っております。 

表中段の外来の延患者数は８万４，３５１人であり、前年度比３，４２１人の減

となっておりますが、その平均診療単価は１５，３０５円であり、前年度を６２６

円上回っています。 

次に、「２．損益状況」をご覧ください。 

１行目の医業収益では、１１カ月の実績で前年度比１億１，４４８万７千円の増

収となる、５５億３６９万４千円であり、一方、表中段の医業費用は、６１億１，

７０９万１千円であり、物価高騰などにより前年度比１億８，６１７万８千円増加

しているため、下から２段目の医業損益では６億１，３３９万８千円の損失となり、

前年度より７，１６９万１千円損失が増加しております。 

この後、議案第４号においてご審議いただく令和８年度当初予算の編成に当たり

ましては、常勤医師数の増員などの診療体制や検診体制の充実などを図りながら、

前年度の患者数の目標を継続し、診療報酬改定による増収を見込む一方で、材料の

共同購入化などによる経費削減に努めながら、費用の増加を極力抑制した予算を編

成したところであります。 

その結果、前年度と比べ、収支は改善したものの、依然として収支均衡が図れな

い大変厳しい予算編成となったところであります。 

令和８年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計予算の概要についてご説明申し上げ

ますので、恐れ入りますが、議案第４号補足資料をご覧ください。 

「１ 業務計画」でありますが、その基本となる患者数と診療単価につきまして

は、入院におきましては、年間患者数を８万３００人、一日平均患者数を２２０人、
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診療単価を５万５，３００円としています。 

外来では、年間患者数を９万８，８１０人、一日平均患者数を４１０人とし、診

療単価は１万５，５２０円とするものです。 

次に右ページの「３ 病院事業収益・費用計画」についてであります。 

医業収益は、７０億９，１９１万８千円を見込んでおり、前年度比２億３，２６

０万４千円、３．４％増であります。 

一方、医業費用は、７４億５５６万円を見込んでおり、給与費においては実人数

プラス今後の必要人員などを精査して計上したことなどにより、前年度比９１０万

６千円、０．１％の減として計上したところであります。 

頁中段の「医業収支差」におきましては、３億１，３６４万２千円の支出超過と

なりますが、「医業外収支差」では、３億２３３万４千円の収益見込みであるため、

病院事業としては、前年度比２億２，９２０万３千円の改善となる予算を編成した

ところであります。 

また、「４ 病院事業資本的収支」におきましては、企業債について、医療機器

等更新分として２億１千万円を計上するほか、経営改善推進事業分として、新たに

７億円を予算計上しており、経営改善推進事業分については、経営状況を勘案しな

がら、借入時期や借入額などを検討していく考えであります。 

次に、「５ 一時借入金限度額」については、従来の４億５千万円から、６億円

に引き上げるものであり、一時的な資金不足に対する資金調達に備えるものであり

ます。 

令和８年度は「公立岩瀬病院経営強化プラン」の３年目であり、様々な経営課題

に取り組みながら、地域の中核医療機関として、安定した質の高い医療の提供に努

めるとともに、持続可能な経営基盤の確立を図るため、医業収益の確保と、支出の

削減に向けた取り組みをさらに強化し、地域住民から「選ばれ、選ばれ続ける病院

づくり」に取り組んでまいります。 

今期定例会には、ただ今申し上げました「令和８年度公立岩瀬病院企業団病院事

業会計予算」を含め、４件の議案を提案しております。詳細につきましては、この

あと事務長から説明いたしますので慎重にご審議のうえ、すみやかな議決を賜りま

すようお願い申し上げます。 
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○議長（深谷政憲） 

      事務長。 

○事務長（塩田卓） 

ただいま議題となっております 議案第１号から議案第４号までの議案４件につ

きまして、一括して提案理由をご説明申し上げます。 

はじめに、「議案第１号 公立岩瀬病院企業団専用水道の水道技術管理者の資格

に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の制定に伴い、水道法施行令及び

水道法施行規則がそれぞれ一部改正され、水道技術管理者の資格要件が見直された

ことなどにより、所要の改定を行うものであり、本年４月から施行予定であります。 

次に、「議案第２号 公立岩瀬病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。 

企業長の期末手当について、令和７年度に県などで行なわれた改定に準じ、令和

８年度から年間０．０５月分を増額するもので、６月、１２月の支給月数を、現行

の１００分の１５０から１００分の１５２．５に改めるものです。 

また、企業長の給料月額につきましては、平成２１年度の企業団設立当初から毎

年度１０％減額する措置を実施しており、令和８年度も引き続き減額を実施するも

ので、本年４月から施行予定であります。 

次に「議案第３号 公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部改正並びに関係条

例の整理に関する条例」についてであります。 

当該条例については、内容が多岐にわたるため、別添の「議案第３号補足資料 

条例の概要」によりご説明いたしますので、ご覧願います。 

「１ 使用料及び手数料の改正について」でありますが、（１）に記載している

項目の金額改正を行うものであり、それぞれ、他の医療機関の料金などを参考に増

額改定を行うものです。 

また、「（２）算定方法の明示」として、これまで別表に記載していた事項につ

いては、根拠を明確にするため、次の四角囲みの条文（第３条）を追加し、同条第

３項において、消費税法に係る条文を新設します。 

（３）の「算定方法の特例」については、本文に新たに特例契約を明示する条項
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を追加するとともに、別表で該当する項目をまとめてわかりやすく整理します。 

「２ 削除した主な項目」として、鍼灸治療の施術料については現在実施してお

らず、今後も再開を予定していないため削除します。 

「３ 債権の放棄」については、あらかじめ放棄できる事由を議会の議決を得る

ことにより、効率的な債権の管理を図るため、今回の改正に合わせて新たに条文を

追加するものであります。 

「４ 文言の整理」の主な事項は、これまでの別表における料金表示では、各法

律等の規定により消費税抜きと消費税込み表示が混在していたため、料金は全て税

抜き表示とします。 

なお、料金の院内表示や請求書等においては、消費税法の規定により総額表示と

することとしております。 

「５ 関係条例の改正」については、使用料及び手数料条例を引用している条例

がありますので、今回の条例改正に合わせて改正するものであります。 

なお、施行については、周知期間を考慮し、本年６月１日からを予定しておりま

す。 

次に、「議案第４号 令和８年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計予算」につい

てであります。 

地方公営企業法 第２４条 第２項の規定に基づき、議会のご承認を得るもので

あります。 

予算書１ページをご覧ください。 

第２条及び第３条につきましては、企業長からご説明致しましたので、それ以外

について、ご説明いたします。 

第４条の資本的収入及び支出につきましては、設備投資や借入金返済とその資金

調達を示しております。 

第１款、資本的収入、第１項、出資金、２億６，５１６万３千円は、これまでの

建設改良費の元金償還に係る構成市町村の負担分です。 

企業団が実際に支払う償還金の元金総額は、第１款、資本的支出、第１項、企業

債償還金、５億１，６２６万７千円であります。 

また、資本的収入の第２項、企業債を９億１，０００万円計上しており、医療機

器等整備事業として２億１千万円、経営改善推進事業として新たに７億円を計上し
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たところであります。 

この経営改善推進事業は、「経営を改善するために必要な資金を確保し、病院事

業の財政の健全化を図る」ことが目的であり、主な発行の条件としては１５年以内

の償還などを想定しております。 

「発行予定額」については、現段階では７億円を最大枠として試算しております

が、具体的な発行額や発行時期については、資金需要等の動向などを総合的に勘案

しながら対応する考えであります。 

１頁、最下段の資本的支出第３項、他会計からの長期借入金償還金５，０４３万

８千円は、平成２７年度に須賀川市から借り入れた５億円に対する元金償還額であ

り、平成３０年度から１０ヶ年の計画で元金を償還しているところです。 

次に、２頁の第６条の一時借入金は、限度額を６億円とするものです。 

第８条には、議会の議決なしには流用ができない経費として、職員給与費及び交

際費の予算額を計上しております。 

次に、第９条が補助金でありますが、構成市町村からご負担をいただくものとし

て、（１）が出資金、（２）が他会計繰入金であり、周産期医療を含む不採算医療

等の繰入金です。 

（３）が他会計負担金であり、企業団や高等看護学院の運営費などの分賦金と企

業債償還金利子分の合計額です。 

３頁からは、病院事業会計予算実施計画として収益的収入及び支出からそれぞれ

の明細を記載しております。 

次に、１０頁をご覧ください。 

令和７年度の予定損益計算書について、ご説明いたします。 

現時点における令和７年度決算見込みにつきましては、年度内の損益が確定して

いないことや、期末決算整理による損益調整も必要なことなどから、あくまでも見

込みであることをご了承願います。 

令和７年度は、入院及び外来のどちらも患者数が計画数を下回っておりますが、

診療単価が上昇しているため、前年度実績と同程度の収益を確保しており、医業収

益の合計額はわずかに増収見込みでありますが、費用の面では、物価高騰や給与費

なども増加傾向にあり、増加が顕著な状況であります。 

この結果、現段階では、「１ 医業収益」の合計が、６１億２，６１３万６千円



 －9－ 

に対し、「２ 医業費用」の合計が、６７億７，０５７万７千円であり、表中段の

医業損益は右側の欄になりますが、６億４，４４４万１千円の損失を見込んでおり

ます。 

「３ 医業外収益」と、「４ 医業外費用」を加えた、経常損益でも、４億８，６

９５万７千円の損失となる見込みであり、下から３段目の「当年度純損益」では、

３億８，３２８万２千円の損失を見込んでおります。 

次に、予算書１５頁をご覧ください。 

令和８年度の予定資金計画についてご説明いたします。 

この表においては、令和７年度の決算見込額を掲載しておりますが、年度末の差

引で約５億７，１０３万７千万円を見込んでおり、現段階では、令和８年度末は経

営改善推進事業に係る企業債７億円を借入予定であるため、約１０億４，２１５万

８千円の資金残高となる見通しであり、企業債７億円の借入を除けば、約３億４，

２１５万８千円の残高見込みであります。 

今年度は、年度後半に患者数の増加傾向がみられ、診療単価も上昇しているため、

収益が安定してきておりますが、一方では、物価高騰や給与費の伸びなどから支出

も増加してきており、今後、２月、３月の業務成績の確定を待って、年度末整理な

どの処理を行い、令和７年度決算を確定させた後に改めてご報告させていただきま

す。 

以上、議案４件の提案理由及びその内容についてご説明させていただきました。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（深谷政憲） 

      これより、議案第１号「公立岩瀬病院企業団専用水道の水道技術管理者の資格に 

     関する条例の一部を改正する条例」についての質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

質疑なしと認めます。 

これにて、質疑を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、討論に入ります。 
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討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

討論なしと認めます。 

これにて、討論を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、議案第１号「公立岩瀬病院企業団専用水道の水道技術管理者の資格に 

関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（深谷政憲） 

      次に、議案第２号「公立岩瀬病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例の一 

部を改正する条例」についての質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

質疑なしと認めます。 

これにて、質疑を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

討論なしと認めます。 

これにて、討論を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、議案第２号「公立岩瀬病院企業団企業長の給与及び旅費に関する条例 
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の一部を改正する条例」について採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（深谷政憲） 

      次に、議案第３号「公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部改正並びに関係条

例の整理に関する条例」についての質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

○議長（深谷政憲） 

      ９番小林政次議員。 

○９番（小林政次） 

      ２頁の第６条に消滅時効とありますが、この消滅時効は何年になるのか伺いたい。 

また、後ろから２頁目の証明書交付手数料について、「簡易なもの」と「複雑なも

の」の２種類ありますが、どのような区分けをしているのか伺いたい。 

○議長（深谷政憲） 

ただ今の９番小林政次議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 

○議長（深谷政憲） 

      企業長。 

○企業長（石堂伸二） 

      消滅時効は、令和２年度以降は原則として権利を行使できるとした時から５年で 

ありますが、それ以前の医療費については３年が適用される場合があります。証明 

書交付手数料の区分けについては、事務次長から説明をさせます。 

○議長（深谷政憲） 

      事務次長。 

○事務次長（有賀直明） 

 証明書交付手数料の区分けについてでありますが、「簡易なもの」については書

式がないもの、「複雑なもの」については保険会社等の関係団体から書式の提示が

あるものという区分けをしております。 
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○議長（深谷政憲） 

 ほかに質疑ありませんか。 

○議長（深谷政憲） 

      ７番古川達也議員。 

○７番（古川達也） 

      今回の使用料及び手数料の改定により、どのくらいの増収が見込まれるのか伺い

たい。 

○議長（深谷政憲） 

ただ今の７番古川達也議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 

○議長（深谷政憲） 

      企業長。 

○企業長（石堂伸二） 

      今回の改定により、約７００万円の増収になると見込んでおります。 

○議長（深谷政憲） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

質疑なしと認めます。 

これにて、質疑を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

討論なしと認めます。 

これにて、討論を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、議案第３号「公立岩瀬病院使用料及び手数料条例の一部改正並びに関 

係条例の整理に関する条例」について採決いたします。 

お諮りいたします。 
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本案については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（深谷政憲） 

      次に、議案第４号「令和８年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計予算」について

の質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

○議長（深谷政憲） 

      ７番古川達也議員。 

○７番（古川達也） 

      予算書７頁の下段、高等看護学院費についてでありますが、令和８年度の入学予 

定者数及びその入学予定者数のうちどのくらいが公立岩瀬病院への就職を見込ん

でいるのか伺いたい。また、令和７年度の実績についても伺いたい。 

○議長（深谷政憲） 

ただ今の７番古川達也議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 

○議長（深谷政憲） 

      院長代行。 

○院長代行（大谷弘） 

      令和８年度については、定員どおり３０名が入学予定となっております。例年は 

     ５名から１０名前後が当院へ就職している状況であります。なお、当院への就職希 

望者を増やすため、今年度から高等看護学院の学生に対して当院の説明会を実施

しております。 

 令和７年度については、入学生が２８名、卒業生が２５名であります。卒業生

のうち、２名は進学し、当院へは７名が就職いたします。 

○議長（深谷政憲） 

 ほかに質疑ありませんか。 

○議長（深谷政憲） 

      ９番小林政次議員。 

○９番（小林政次） 

      １０頁の令和７年度公立岩瀬病院企業団病院事業予定損益計算書の当年度純損益 
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についてですが、損益が黒字になるのはいつ頃を見込んでいるのか伺いたい。 

○議長（深谷政憲） 

ただ今の９番小林政次議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 

○議長（深谷政憲） 

      企業長。 

○企業長（石堂伸二） 

新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金の終了以降、赤字を計上しており、

皆様にはご心配をおかけしております。令和８年度当初予算におきましては、収

支的に約１,１００万円の損失という状況であり、もう少しで収支均衡に近い予算

編成が可能となると考えております。 

収益は毎年増加しており、これまでも経費削減努力はしておりますが、費用の

伸びが収益の伸びを上回る状況が続いております。しかしながら、令和７年度に

中途退職や福島県立医科大学の人事異動により減少した医師数が、令和８年度に

は前年度当初と同数まで戻り医師体制が整うため、令和９年度頃には黒字化し、

地域の中核医療機関としての役割を担っていければと考えております。 

○議長（深谷政憲） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

質疑なしと認めます。 

これにて、質疑を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

討論なしと認めます。 

これにて、討論を終結いたします。 

○議長（深谷政憲） 

これより、議案第４号「令和８年度公立岩瀬病院企業団病院事業会計予算」につ 

いて採決いたします。 
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お諮りいたします。 

本案については、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（深谷政憲） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（深谷政憲） 

     以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

これをもちまして、令和８年３月公立岩瀬病院企業団議会定例会を閉会いたしま

す。ご苦労様でした。 

 

令和８年３月２４日 午後２時４５分    閉会 


